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会 議 録 

会 議 の 名 称 行田市国民健康保険運営協議会（令和８年 第２回） 

開 催 日 時 
令和８年２月１０日（火） 

開会：午後１時３０分・閉会：午後２時４０分 

開 催 場 所 行田市役所 ３０５Ａ・Ｂ会議室 

出席者(委員） １１名 

欠席者(委員)  ４名 

事 務 局  ４名（健康福祉部長、健康課長・健康福祉部大﨑副参事・主幹） 

会 議 内 容 

議題等 

・行田市国民健康保険税の税率改正に関する答申について 

・令和８年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算（案） 

・令和８年度行田市国民健康保険事業運営方針及び事業計画等（案） 

会 議 資 料 他 

配布資料 

・「令和８年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算の概要」 

・「令和８年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算（案）」 

・「令和８年度行田市国民健康保険事業運営方針及び事業計画等

（案）」 

・「令和８年度 国民健康保険税（案）」 

・「改正による年税額の影響額 モデルケース試算表」 

・答申書（写し） 

そ の 他  
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発 言 者 会議の経過（議題・発言内容・結論等） 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長 

事 務 局 

健康福祉部長 

事 務 局 

 

 

 

事 務 局 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

議   長 

 

    

 行田市国民健康保険規則第５条第３項に規定する委員の過半数の出

席は得ておりますので、本日の会議は成立することを報告します。 

次に会議の公開・非公開についてですが、この会議は公開とさせてき

ただきますことを報告します。 

それでは、これより令和８年第２回行田市国民健康保険運営協議会を

始めます。 

なお、この会議は公開されますが、本日は傍聴を希望する方が１名お

りますので、ご報告いたします。 

初めに長島会長からご挨拶をお願いします。 

会 長 あ い さ つ 

熊谷健康福祉部長から挨拶申し上げます。 

部 長 あ い さ つ 

次に、議事に移ります。行田市国民健康保険規則第５条第１項の規定

に基づき、長島会長に議長をお願いします。 

 それでは早速ですが、会議録署名委員の選任を行います。事務局の説

明を求めます。 

会議録署名委員選任の説明 

 事務局から説明があったとおり、吉野華子委員、小巻委員にお願いす

ることでよろしいですか。 

異 議 な し 

 異議がないようですので決定します。両委員よろしくお願いします。 

次に審議事項に入る前に、ご報告させていただきます。本日の会議内

容につきましては、録音させていただき、会議録につきましても、私が

内容を確認した上で、公開させていただきますので、ご了承の程、お願

いします。 

次に、次第の４報告事項、行田市国民健康保険税の税率改正に関する

答申について事務局に説明を求めます。 

行田市国民健康保険税の税率改正に関する答申についての説明 

ただいま説明がありました。この件について何か質疑等ございました

ら挙手をお願いします。 

 質 疑 な し 
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質疑がないようですので、報告を終わりにします。  

次に、次第の５、審議事項、議題第２号行田市国民健康保険事業費特

別会計（案）について、議題第３号行田市国民健康保険事業運営方針及

び事業計画等（案）は、関連があるので一括して事務局に説明を求めま

す。 

議題第２号行田市国民健康保険事業費特別会計（案）について及び議

題第３号行田市国民健康保険事業運営方針及び事業計画等（案）の説明 

ただいま説明がありました。この件について何か質疑等ございました

ら挙手をお願いします。 

議題第２号、令和８年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算の概

要で、歳入の繰越金は、令和７年度との比較において５７，２５１，０

００円の増となっています。一方、別紙「令和８年度行田市国民健康保

険事業費特別会計予算（案）」の表で、歳入の繰越金は比較増減の増減

額欄が５７，２５０千円となっている。同じ令和８年度予算案に関する

資料であるが、比較増減額が１，０００円異なっている。比較増減が１，

０００円異なる理由を説明してほしい。次に同じく別紙の歳出におい

て、保険給付費、１療養諸費のうち、１一般 療養給付費、２退職 療養

給付費、４退職 療養費、同じく２高額療養費のうち、２退職 高額療養

費、４退職 高額介護合算、同じく４移送費のうち、２退職 移送費と区

分されているが、これら区分は予算額が０円で計上されているが退職の

意味は何か説明してほしい。 

事務局の回答をお願いします。 

議題第２号、令和８年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算の概

要では、歳入の繰越金は、令和７年度との比較において５７，２５１，

０００円の増、一方、別紙「令和８年度行田市国民健康保険事業費特別

会計予算（案）」では、５７，２５０，０００円の増であり１、０００

円異なっていることについて、資料、予算の概要を訂正します。正しく

は、繰越金が５７,２５０,０００円増です。資料の作成過程で記載を誤

りました。お手数をおかけしますが、訂正をお願いして、お詫びを申し

上げます。次に、同じく別紙にある予算項目の「退職」と記載されてい

る部分ですが、これは退職者医療制度に関する区分で令和６年３月に廃

止となりました。歳入で、退職者被保険者等延滞金が計上されているた
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め、廃止後もこの区分を残しているものです。今後、「退職」に関係す

る区分の予算が計上されなくなりましたら、予算書にある「退職」の区

分は削除される予定です。 

他に質疑等はありますか。 

議題第３号、令和８年度行田市国民健康保険事業運営方針及び事業計

画等（案）について、２ページの令和８年度重点取り組み事項（２）国

保税収納率向上対策の推進があります。被保険者間の負担の公平のため

には、税が正しく収納されることが国民健康保険制度の前提となりま

す。このことを考えると、収納率の向上の目標収納率を９４．７％とし

ていますが、目標は１００％になることが望ましいのではないかと考え

ています。令和６年度、令和５年度において、収納率は上がっているの

か、下がっているのか、下がっているのであれば何が原因なのか、上が

っているのであれば何により効果があったのか、収納率の実績を教えて

いただきたい。収納率に関連して、子ども・子育て支援金制度が４月か

ら始まります。子ども・子育て支援金について、収納率をどのように見

込んでいるのか確認したいです。医療保険制度としての国民健康保険に

ついて、被保険者は、現在の保険税を納付することに理解しているもの

と思われます。今後、子ども・子育て支援金が新たな制度として加わっ

て、４月から保険税が一人当たり平均月額２５０円、次年度は３００円、

段階的に４００円程度へ増額されると聞いています。社会保険料の見直

し、減額が議論されている昨今において、子ども・子育て支援納付金の

保険税が年々増額され、年間千円単位、一万円単位で賦課されることに

なります。子ども・子育て支援納付金は、全世帯、被保険者において税

の強制徴収、差押えなどの対象となるのか教えていただきたい。また、

他の国民健康保険組合、全国健康保険協会（協会けんぽ）、企業の健康

保険組合などにおいても子ども・子育て支援納付金制度に対する意見が

いろいろ寄せられているのでは思われます。他市、他の組合の状況を教

えていただきたい。次に（５）保健事業の充実について、来年度は保健

事業関係の予算が減額されています。事業の効率化に取り組んでいるも

のと思われますが、新たな保健事業を開始する予定があることなどで、

事業費は増加するものと考えられますが、反対に事業費が減額されたこ

とは理解が難しいです。議題第２号の資料「令和８年度行田市国民健康
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保険事業費特別会計」の歳出で、１総務費の１総務管理費、１一般管理

費が減額になっていますが、これは職員の方々がいろいろ事務の効率化

に取り組んで減額されたものと理解できます。一方で、５保健事業費が

減額になっている。被保険者の高齢化が進んでいることで医療費が増加

する傾向にある中で新たな保健事業を展開されていることは理解でき

ましたが、保健事業に関する予算額が減っている、逆になぜ増やさない

のか疑問があります。医療費が増加傾向にある状況にあれば、保健事業

に関する予算を十分確保して、医療費の削減に結び付く施策を計画して

よいのではと考えています。保健事業の予算について、説明してくださ

い。 

事務局の回答をお願いします。 

議題第３号、令和８年度行田市国民健康保険事業運営方針及び事業計

画等（案）について、２ページの令和８年度重点取り組み事項（２）国

保税収納率向上対策で、収納率の向上の目標収納率を９４．７パーセン

トとしていますが、目標は１００パーセントが望ましいのではとのこと

ですが、収納率の推移は、現年度分で令和４年度が９３．２２パーセン

ト、５年度が９３．２５パーセント、６年度が９４．６９パーセントで、

少しずつ上昇しています。また、保険税の滞納整理については、滞納と

なる原因は失業や病気による収入の減少など様々であり、収納課と連携

して、納税者が相談できるように窓口を設けています。収納課では、業

務委託により納税コールセンターを設置して、電話による納付を勧奨す

るとともに、毎週火曜日には午後７時まで窓口受付時間を延長して、納

税や相談できる機会を増やすなど、収納率の向上に取り組んでいます。

子ども・子育て支援納付金制度に関する他市、健康保険組合の状況は、

把握しておりませんが、市報やホームページなどにより、制度の周知に

努めてまいります。次に保健事業に関する予算を減額した理由は、被保

険者数の減少がひとつです。また、今年度から開始した集団健診の受診

者数を２，０００人で見込みましたが、令和８年度予算では今年度の受

診数実績を基に５８０人で予算を計上しています。今年度は初めての事

業内容であったため、積算する受診者人数を多く見込みましたが、次年

度予算は、今年度の実績により見込んだ受診者数で積算しており、この

差により保健事業に関する予算が減少したものです。 
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引き続き、補足して回答します。４点の質問のうち１点目の国民健康

保険税収納率向上対策について、最近の収納率は上昇傾向にあり、向上

対策の取り組みに一定の効果があるものと思われます。県内他市の収納

率は、平均９４パーセント台の前半になっています。収納率が高い市で

は、９７パーセント台前半、低い市では９１パーセント前後という例も

あります。収納率は、できる限り１００パーセントへ近づけたい思いは

ありますが、これまでの本市の収納率の実績を踏まえて目標を設定した

もので、これまでの収納率実績を上回る収納率を目標としております。

２点目の子ども・子育て支援納付金制度について、保険税は滞納整理で

差押えの対象になるかについてですが、子ども・子育て支援納付金は、

これまでの医療給付費分、後期高齢者医療支援金分、介護納付金分と合

わせて課税されています。このため、国民健康保険税は、これらの４区

分を合わせたもので、４区分全体で課税されており、国民健康保険税の

滞納整理の取扱いも他の税と同じとなっております。３点目、子ども・

子育て支援納付金に関する他市の状況については、詳しく把握できてい

ませんが、医療保険制度全体で負担するものとして、県が示した標準的

な税率等に基づき、適切に制度を運営するものとして、各市で検討して

いると伺っております。前回の運営協議会で委員から指摘がありました

が、子ども・子育て支援納付金制度について、被保険者の理解が大切で

あり、被保険者から理解いただけるよう周知に努めてまいります。４点

目、保健事業に関する予算について、今年度から集団健診を実施して受

診機会を増やすなど事業の見直しにより、受診者数の増加に取り組んで

いますが、令和８年度予算は、今年度の受診者数の実績に基づいた予算

額を積算しています。疾病予防、健康づくりの観点においては、令和８

年度は特別な新規事業は計画されていませんが、次年度の事業を適切に

実施するとともに、今後も必要に応じた事業の見直しを行いたいと考え

ています。 

他に質疑等はありますか。 

議題第３号、令和８年度行田市国民健康保険事業運営方針及び事業計

画等（案）の５ページ、（４）医療費適正化の推進の⑤医療費通知の充

実に関して、年６回、該当者へ通知を送付すると示されていますが、以

前、通知を年６回送付しなくてもよいのではという意見がありました。
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  議   長 

 

協会けんぽの場合、年１回、１年分をまとめて全従業員へ通知を配布し

ています。協会けんぽでは、医療費の通知について、配布することは今

年が最後になり、来年から配布しないそうです。医療費通知を発送した

ことにより、通知を受け取った市民の方から受診履歴の内容を確認する

問い合わせがあり、寄せられた問い合わせから何か市に役立つ事例があ

ったか教えてください。 

事務局の回答をお願いします。 

医療費通知は、受診された情報を基に作成され、被保険者へお知らせ

しています。この通知により被保険者は、自身が受けた医療について気

づきを得られ、理解していただくことにつながるものと考えておりま

す。市としては今後も適切に運用したいと考えています。 

市としては、今後も医療費通知を継続する考えですか。 

医療費通知を継続する予定であり、税の確定申告の際に、この通知は

医療費控除のための書類として使用できるので、引き続き必要なものと

考えています。 

他に質疑等はありますか。 

質 疑 な し 

他に質疑がないようですので、それでは採決に入らせていただきま

す。 

議題第２号令和８年度、行田市国民健康保険事業費特別会計予算案に

ついて承認することでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

続きまして、議題第３号令和８年度、行田市国民健康保険事業運営方

針および事業計画等の案について承認することでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

それでは決定させていただきます。よろしくお願いします。 

次に、次第の６その他でございますが、事務局から何かありますか。

事務局お願いします。 

次回の会議は、令和８年８月上旬（８月４日火曜日が候補）に開催す

る予定です。 

以上で本日の議事の全てを終了いたしました。進行を事務局にお返し

いたします。 



- 8 - 

  事 務 局 慎重なご審議ありがとうございました。これをもちまして、令和８年 

第２回行田市国民健康保険運営協議会を閉会させていただきます。 

皆様、大変お疲れ様でした。 

 


